
 
令和７年度 避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）北海道 2025「Ｄoはぐ」 

                      講師養成研修会実施要領 
  
１ 趣旨 

  避難所運営を自分事としてとらえ、模擬体験できる防災教育教材用「避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）

北海道 2025（Ｄoはぐ）」（以下「Ｄｏはぐ」という。）を、多くの道民に普及し地域防災力を向上

させるため、「Ｄｏはぐ」実施に必要となる講師を養成する「Ｄｏはぐ講師養成研修会」（以下「研

修会」という。）を実施する。 

 

２ 実施日時及び場所 

 ⑴ 実施日時：令和７年 11 月 30 日（日）13：00 ～16：30 

 ⑵ 場  所：江差町文化会館小ホール（江差町字茂尻町 71 番地） 

  

３ 主催・協賛 

 ⑴ 主催：北海道檜山振興局  

⑵ 協賛：江差町 

 

４ 講師 

  渡島総合振興局地域創生部危機対策推進幹 

 

５ 参加対象者（「Ｄｏはぐ」未経験者も可） 

 ⑴ 防災業務経験者(警察、消防、自衛隊、道、市町村、開発局、気象台など防災関係機関の経   

験者及び退職者) 

⑵ 地域防災活動者(防災士、自主防災組織、町内会等で防災活動を行っている者等) 

⑶ 避難所となることが想定される施設の管理運営に当たっている者等(防災担当者を含む) 

⑷ その他地域防災のリーダーとして、意欲的に活動できる者     

 

６ 研修概要 

 ⑴ 避難所運営の基礎的知識について 

 ⑵ 「Ｄｏはぐ」について 

 ⑶ 想定説明、ゲームの実施要項の説明、避難所運営会議 

 ⑷ ゲームの実施、振り返り 

 

７ 募集期間 

  令和７年 10月 15 日（水）から令和７年 11月 17 日（月）まで 

 

８ 募集定員 

50 人 

 

９ 募集方法 

 ⑴ 参加申込書による申し込み 

   参加申込書を各町への通知文、チラシ等に添付し、電子メール及びＦＡＸで受け付ける。 

 ⑵ 申し込みフォームからの申し込み 

檜山振興局ホームページの当研修会専用ページに「申し込みフォーム」を設定する。 

 

10 Ｄｏはぐマスターの認定 

 ⑴ Ｄｏはぐマスターとは、研修会を受講し、Ｄｏはぐの指導、普及啓発及び実践に十分な知識を有 

していると認められた者をいう。 

⑵ 本研修会を受講した者から、Ｄｏはぐマスターの登録申請があった場合、内容を審査のうえ、 

Ｄｏはぐマスターに認定する。 

⑶ 認定者には檜山振興局地域創生部危機対策室から認定証（名刺サイズ）を送付する。 

 


